
　

集
中
改
革
プ
ラ
ン
（
以
下
「
プ

ラ
ン
」
と
言
い
ま
す
。）
と
は
、
菊

池
市
の
行
政
改
革
を
推
進
す
る
中
で
、

平
成
17
年
度
か
ら
平
成
21
年
度
ま
で

の
５
カ
年
間
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、

次
の
７
項
目
に
関
し
数
値
目
標
を
掲

げ
て
表
し
た
も
の
で
す
。

① 

事
務
事
業
の
再
編
・
整
理
、
廃
止
・

統
合

② 

民
間
委
託
等
の
推
進
（
指
定
管
理

者
制
度
「
※
１
」
の
活
用
を
含
む
）

③
組
織
・
機
構
の
見
直
し

④
定
員
管
理
・
職
員
給
与
の
適
正
化

⑤
第
三
セ
ク
タ
ー
の
見
直
し

⑥
財
政
の
健
全
化

⑦ 

公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
（
上
水

道
・
簡
易
水
道
事
業
、
下
水
道
事

業
、
つ
ま
ご
め
荘
事
業
）

　

プ
ラ
ン
は
、
行
政
内
部
で
作
成
し

た
素
案
を
、
市
民
委
員
に
よ
る
「
菊

池
市
行
政
改
革
懇
談
会
」
に
諮
っ
た

上
で
、
今
回
公
表
す
る
も
の
で
す
。

　

プ
ラ
ン
は
、総
務
省
が
示
し
た「
新

地
方
行
革
指
針
」
に
の
っ
と
り
策
定

し
た
も
の
で
、
全
国
の
都
道
府
県
お

よ
び
市
町
村
で
、
３
月
中
に
公
表
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
国
の
三
位
一
体
の
改
革

に
よ
る
国
か
ら
の
交
付
税
や
補
助
金

の
減
少
、
お
よ
び
高
齢
化
の
進
展
に

伴
い
労
働
力
人
口
が
減
少
す
る
こ
と

に
よ
る
市
税
収
入
の
減
な
ど
、
市
に

入
る
お
金
が
ま
す
ま
す
減
っ
て
い
く

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

加
え
て
、
少
子
高
齢
化
の
進
展
の

た
め
、
地
域
で
の
福
祉
政
策
の
充
実

が
必
要
と
な
り
、
市
が
新
た
に
支
出

す
る
お
金
も
ど
ん
ど
ん
増
え
る
こ
と

も
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
収
入
は
減
り
、
支
出
は

増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
ま

ま
だ
と
、
財
源
不
足
の
た
め
本
当
に

必
要
な
施
策
・
事
業
ま
で
で
き
な
く

な
り
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
日
常
生
活

に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
で
き
る
限
り
支
出
を
減

ら
し
つ
つ
収
入
を
増
や
す
方
策
を
打

ち
出
し
な
が
ら
、
無
駄
の
な
い
事
業

を
行
い
、
菊
池
市
の
財
政
を
健
全
化

す
る
こ
と
を
目
的
に
、
こ
の
プ
ラ
ン

を
実
行
し
て
い
く
も
の
で
す
。
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行
政
改
革
に
取
り
組
み
ま
す

集
中
改
革
プ
ラ
ン
の
公
表

問い合わせ先
行政改革推進室
☎（25）1111

　

市
町
村
合
併
と
い
う
、
行
政
改
革
の
第
一
ハ
ー
ド
ル
を
越
え
た
菊
池
市
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
一
層
効

果
的
・
効
率
的
な
行
財
政
運
営
に
よ
り
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
向
上
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
菊
池
市
は
「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
、
行
政
改
革
に
取
り
組
み
、
市
民
の
皆
さ
ん
に

「
菊
池
市
に
住
ん
で
よ
か
っ
た
」
と
喜
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

集
中
改
革
プ
ラ
ン
と
は

菊
池
市
の
財
政
健
全
化
を

目
指
し
ま
す

※1 指定管理者制度

　この制度は、体育館や公民館などの公

の施設の管理に、民間事業者の手法を活

用する制度のことです。

　管理に要する経費の縮減や利用者に

対するサービスの向上が期待でき、利用

者の満足度を上げることができます。

平
成
17
年
10
月

　

総
務
部
に「
行
政
改
革
推
進
室
」

を
新
設
。
同
時
に
「
集
中
改
革
プ

ラ
ン
」
の
素
案
作
成
開
始
。

平
成
17
年
11
月

　

行
政
改
革
に
対
す
る
意
見
の
募

集
お
よ
び
「
菊
池
市
行
政
改
革
懇

談
会
」
の
委
員
公
募
。

平
成
17
年
12
月

　

公
募
・
推
薦
に
よ
る
12
人
の
市

民
の
皆
さ
ん
に
よ
る
「
菊
池
市
行

政
改
革
懇
談
会
」
の
初
会
合
を
開

催
。

平
成
18
年
３
月

　
「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」
公
表

こ
れ
ま
で
の
経
緯

　

毎
年
進
行
状
況
と
成
果
を
取
り

ま
と
め
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
広
報

き
く
ち
や
菊
池
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
通
し
て
公
表
し
ま
す
。

　

進
行
過
程
で
プ
ラ
ン
の
計
画
や

目
標
値
に
修
正
が
発
生
し
た
場
合

も
、
そ
の
理
由
を
付
け
て
プ
ラ
ン

を
修
正
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
公

表
し
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
18
年
度
の
で
き
る

だ
け
早
い
時
期
に
、
市
が
行
政
改

革
を
推
進
す
る
根
幹
と
な
る
「
菊

池
市
行
政
改
革
大
綱
」
を
策
定
す

る
予
定
で
す
。

　

こ
の
行
政
改
革
大
綱
を
上
位
計

画
と
し
て
、
そ
の
中
に
プ
ラ
ン

の
内
容
を
全
て
反
映
さ
せ
な
が
ら
、

行
政
改
革
に
取
り
組
み
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
、計
画
に

従
っ
て
プ
ラ
ン
を
進
行

管
理
し
て
い
き
ま
す

　早期に行政評価制度を導入し、事務事業の見直しや統廃合を進めること、および新たな事務事業を構築
することで、市民サービスの向上を図ります。

①事務事業の再編・整理、廃止・統合

　全ての事務事業について民間委託の可能性を検討します。特に学校給食・保育園・幼稚園・養護老人ホー
ムは民間委託・民営化への移行について検討します。
　また、体育館や公民館などの公の施設へ指定管理者制度（※１）を導入し、効果的・効率的な施設運用
をすることで、市民の皆さんの利便性を高めます。

②民間委託等の推進

　市町村合併直後の肥大化した組織による縦割り型行政の弊害をなくすため、組織・機構の見直しを進め、
今以上にスピーディーな意思決定や市民ニーズへの迅速な対応を目指します。

③組織・機構の見直し

　５年間で48人（マイナス7.8 パーセント）の職員削減を図り、人件費の抑制に努めます。
　また、人材育成に関する基本方針を策定し、職員の資質向上に努めます。

④定員管理・職員給与の適正化

　菊池市が出資している第三セクター（８社）の事業内容や経営状況を詳しく調査し、市民の皆さんに公
表しながら、統廃合や民間譲渡なども含め、給与・職員数・組織機構の見直しを進めます。

⑤第三セクターの見直し

　厳しい菊池市の財政状況を踏まえ、経常経費の節減や補助金の整理合理化を推進し、財政の健全化を図
ります。

⑥財政の健全化

　上水道・簡易水道事業、下水道事業、つまごめ荘事業の経営状況を市民の皆さんに公表しながら、５カ
年間の中期経営計画を策定し、公営企業の本質である独立採算制を目指し、経営健全化を図ります。

⑦公営企業の経営健全化

職員の削減見込み
平成17年４月
（現在）の職員数

平成22年４月
の職員数の見込み

5年間の削減数と
削減率

普通会計 493人 445人
48人

（△ 9.7%）
公営企業 119人 119人 0人

総　　数 612人 564人
48人

（△ 7.8%）

職員給与費の削減見込み
５年間の削減見込額
8億 6,800万円

経費削減の見込み
５年間の削減見込額
14億 7,000万円

「集中改革プラン」の内容は、次の７つです

プランの目標数値

　プランの詳細な内
容は、菊池市役所
行政改革推進室で
閲覧するか、菊池
市ホームページで
確認することが
できます。
○菊池市ホームページ
http://www.city.kikuchi.kumamoto.jp/


